


はじめに

１ 都市計画区域マスタープランとは

すべての都市計画区域について、都道府県が「都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」を定めることとさ

れ、その内容は、以下の３つの事項とされました。

① 都市計画の目標

② 区域区分の決定の有無及び区分する場合はその方針

③ 主要な都市計画の決定方針

●概ね２０年後の都市の姿を展望しつつ、概ね１０年後を目標年次としています。

●県土全体を見据えた都市づくりの目標と方向性を示す「長野県都市計画ビジョ

ン」と県土全体を１０の圏域に分けた「圏域マスタープラン」を踏まえ、県が

広域的な観点から定めております。

２ 策定方法

地域別懇談会やニューズレター等により県民の皆様から意見をいただきながら策定し

た従前計画を基に、社会経済情勢の変化や地球温暖化への対応、市町村合併等を反映し

て見直し、都市計画法の手続きを経て都市計画変更されました。

任意：長野県都市計画ビジョン

広域的視点から都市づくりの理念・目標、制度活用の方向性等

任意：圏域マスタープラン（１０圏域）

圏域づくりの理念、ゾーン別の方針、独自の取り組み等

法定：区域マスタープラン（４０都市計画区域）

都市計画の目標・将来像、都市計画の基本方針、等

区域の都市計画 市町村マスタープラン
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